
   

             

 

① 障害支援区分の認定を受ける 

申請   調査  審査･判定   認定 
 障がい者福祉係・各支所  認定調査     保健・医療・福祉の   認定結果通知     

に申請手続き     主治医意見書     専門家による審査会   が届く 

 

 

 

 

 

★②訓練等給付サービスのみを利用している場合は、申請と調査のみです。 

②「サービス等利用計画」を作成してもらう。 

※指定特定相談事支援業所の相談支援専門員が作成します。（申請時に事業所を指定） 

契約    ｱｾｽﾒﾝﾄ    計画案作成   支給決定 

 

 

 

 

 

 

サービス等利用計画      サービス担当者会議    

       

               

 

 

 

③サービスを受ける   モニタリング 
                

 

 

④障害支援区分の更新申請…（概ね認定期間は３６か月です） 

心身の状況や本人ご家

族の意向をお聞きしし

ます。 

計画作成事業所

と契約します。 

望む生活や自立に向けた生活を

実現するための自立支援計画案

を作成します。 

計画案を基に、市が

福祉サービスの支給

決定を行います。 

サービス担当者会での決定を踏まえサー

ビス等利用計画を作ります。 

本人や家族・相談支援専門員・サービス提供者・関係

機関が課題解決にむけた支援内容やそれぞれの役割、

今後の支援の方向性を確認するための会を開きます。 

相談支援専門員が行います。利用開始から３か月は

毎月。その後は半年～作成し、１年で心身の状態や

サービス利用状況の確認等を行います。 

サービス提供事業者は「個別支援計画」

を作成しサービスの提供をします。  


